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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

公

告

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
�

公

告

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
七
月
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

佐
々
木

健

一

商
号
又
は
名
称
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

新
商
号
又

は
名
称

旧
商
号
又
は

名
称

事
業
所

所
在
地

令
和
五

年
五
月

二
十
九

日

五
六
三
九

Ｓ
Ｒ

河
野
設
備

あ
き
る
野
市

秋
留
三
丁
目

二
番
地
二

二

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
五

年
五
月

九
日

三
九
九
一

有
限
会
社

大
山

練
馬
区
土
支

田
二
丁
目
三

十
三
番
三
号

練
馬
区
北
町

八
丁
目
八
番

九
号

同
月
十

五
日

一
二
四
一

株
式
会
社

ク
リ
マ
テ

ッ
ク

中
央
区
銀
座

六
丁
目
十
七

番
一
号

銀

座
六
丁
目－

Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ

Ｅ
八
階

新
宿
区
富
久

町
十
番
五
号

Ｎ
Ｍ
Ｆ
新

宿
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ

ビ
ル
五
階
・

六
階

同
月
二

十
九
日

五
六
三
九

Ｓ
Ｒ

あ
き
る
野
市

秋
留
三
丁
目

二
番
地
二

青
梅
市
新
町

七
丁
目
二
十

番
地
の
十
三

エ
ス
ペ
ラ

ン
サ
一
〇
一

号
室

同
日

一
四
三
二

株
式
会
社

大
藤
工
業

所

品
川
区
戸
越

六
丁
目
二
番

八
号

品
川
区
戸
越

六
丁
目
二
十

一
番
十
四
号

同
日

五
五
九
四

田
中
興
産

株
式
会
社

杉
並
区
桃
井

一
丁
目
三
番

十
号

杉
並
区
成
田

東
四
丁
目
三

十
五
番
二
十

七
号

三

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
五

年
五
月

八
日

三
四
七
六

株
式
会
社

Ｔ
Ａ
Ｋ
イ

ー
ヴ
ァ
ッ

ク

三
戸

英
明

高
橋

嘉
幸

同
月
九

日

五
八
七
二

株
式
会
社

田
中
設
備

田
中

茂

中
嶋
亜
希
子

同
月
二

五
五
七
七

株
式
会
社

大
塚

崇
久

大
塚

正
男

十
六
日

大
塚
設
備

工
業
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